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令和 8年度版



・毎年7 月中旬に、有効期限が翌年 7 月 31 日の資格確認書もしくは資格情報のお知
  らせが一斉に世帯主あてに送付されます（窓口での手続きは不要です。マイナ保険
  証の保有有無によって、送付するものが異なります）。

～25



・毎年7 月中旬に、有効期限が翌年 7 月 31 日の資格確認書もしくは資格情報のお知
  らせが一斉に世帯主あてに送付されます（窓口での手続きは不要です。マイナ保険
  証の保有有無によって、送付するものが異なります）。

～25
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子ども・子育て支援金を
国民健康保険料とあわせて徴収します

子ども分

　令和８年度は保険料率・賦課限度額（年間保険料
の上限額）を下表の太字・下線の保険料率・金額に
改定し、子ども分が加わります。

　国民健康保険料は、医療分・支援分・
介護分（４０歳から６４歳の人）の３本
立てでしたが、令和８年度からは「子ど
も・子育て支援金」が加わり、子ども分
を含めた４本立ての保険料になります。
　この支援金は、令和８年度の子ども・
子育て支援金制度創設に伴い、こども
や子育て世帯を社会全体で応援するた
め、国民健康保険などの各医療保険者
が国に納めるものです。

子ども・子育て支援金を
国民健康保険料とあわせて徴収します

8

支援分

・対象となる人には、受診券を発行します。

・国保加入前の健康診査の結果は、健康管理の継続のため国保に引き継がれます。
  引き継ぎを希望しない場合は、保険年金課健康支援推進室までご連絡ください。

3.1％ 2.5％ 0.27％7.4％

14,700 円 7,200 円 14,100 円 1,600 円

19,200 円 9,000 円

17万円 3万円67万円 26万円

36



資格確認書等の内容を訂正するとき（※５）



資格確認書等の内容を訂正するとき（※５）

※ 3 マイナ保険証を利用できる医療機関等では、原則各種認定証の提示が不要のため、申請の必要はありません。
　　 各種認定証の提示が不要になるかは医療機関等へお問合せください。ただし、長期入院該当（17ページ）の人で食事代の減額を
　　 受ける場合は申請が必要です。





　マイナ保険証とは、健康保険証として利用登録したマイナンバーカードのことです。

◆マイナ保険証を活用して、さまざまなサービスが受けられます。
　（詳しくは 35ページをご覧ください。サービスの一例を掲載しています。）
◆サービスの詳細については、各サービスの提供元にお問い合わせください。

マイナ保険証の活用



　資格確認書のみで保険診療を受けるこ
とができます。

　学校変更や中途退学した場合や、学生自身で生計を維持できる状況になった場合は、
各区役所区民生活課（中央区は窓口サービス課）給付担当へ必ず申し出てください。



　病気やけがをしたとき、医療機関等にマイナ保険証または資格確認書を提示すると、
医療費の一部（自己負担）を支払うだけで、診療を受けることができ、残りの費用を国
保が負担します。

　70歳から74歳までの人には、医療費の負担割合が記載された資格確認書または資格
情報のお知らせが交付されます（交付対象者については８ページ参照）。

　70歳になる月（１日生まれの人は誕生日の
前月）の下旬に資格確認書または資格情報の
お知らせをお送りしますので、70歳の誕生
日の翌月１日（１日生まれの人は誕生日）から
使用してください。

ただし現役並み所得世帯（11～12ページ）は３割







世帯主と、世帯の加入者全員の各種収入から
必要経費・控除（年金控除は80.67万円とする）
を差し引いた所得（※2）がすべて０円となる。

した人などは申請が必要となります。



令和６年３月31日～令和７年３月30日 令和８年７月まで

令和７年３月31日～令和８年３月30日 令和９年７月まで

令和８年３月31日～令和９年３月30日 令和10年７月まで

★軽減期間中に職場の社会保険に加入する等して国保の資格を喪失した場合は、その日で軽減措置が終了します。軽減期間中に職場の社会保険に加入する等して国保の資格を喪失した場合は、その日で軽減措置が終了します。



令和８年



令和８年



70歳から74歳の一般所得世帯および現役並み所得世帯Ⅲの人については、認定証は発行されません。
マイナ保険証または資格確認書を医療機関等の窓口に提示するだけで、1か月の医療費の窓口支払い
が自己負担限度額までとなります。



１食510円

１食240円

１食510円

１食240円

１食190円

300円



　毎年８月１日から翌年７月31日までの「医療費の自己負担額」と「介護サービスの利用
者負担額」の合計額が限度額を超えた場合に支給されます。
　該当する世帯には申請の案内が送付されます。

70歳から74歳の人のみの世帯（年間）70歳未満の人を含む世帯（年間）



　　・診療内容明細書、領収明細書の翻訳文（外国語で記載されている場合）





　65歳から69歳までの方で一定の要件を満たすと、申請により市の医療費助成
が受けられます。
対  象  者   次の１、２いずれかに該当する、前年所得が135万円以下の人
 １.　常時ひとり暮らし
 ２.　３か月以上寝たきりで日常生活に介助が必要
 申請時に親族との定期的な交流の有無などの聞き取り調査をします。
助成内容  医療費の自己負担割合が２割になります。（通常は３割）
申請・お問い合わせ先 　各区区民生活課／窓口サービス課（給付担当）

北区 東区 中央区 江南区
025（387）1275 025（250）2265 025（223）7149 025（382）4235

秋葉区 南区 西区 西蒲区
0250（25）5676 025（372）6135 025（264）7243 0256（72）8336

老人医療費助成制度
ご存じですか？

■受取代理制度について
　受取代理制度とは、直接支払制度が利用できない医療機関で出産する場合、医療機関
が被保険者に代わり出産育児一時金を受け取る制度です。
　出産前に制度の利用可否について直接医療機関に確認の上、区役所等の窓口で手続き
を行ってください。



　服用する薬が多いと副作用が出ることがあります。お薬手帳を１冊にまとめて、
服用している薬を薬剤師等に確認してもらいましょう。マイナ保険証を利用する
と、服薬情報や健康診断の結果が確認できるようになるため、身体の状態や他の
病気を推測して治療に役立てることができます。

国保が負担する医療費の一部は、加入者の保険料でまかなっているため、医療費の増
加は、将来の保険料の増加につながります。

（詳しくは36ページへ）



令和７年12月～令和８年11月診療分 令和９年２月

令和８年６月調剤分 令和８年９月
令和８年10月調剤分 令和９年１月



月 ４月～６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月
期 － １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期 ７期 ８期 ９期

納期限 －
７月
31日

８月
31日

９月
30日

11月
２日

11月
30日

12月
28日

２月
１日

３月
１日

３月
31日

１期別
あたりの
保険料額

令和７年中の所得で算定した年間保険料　÷　９

国 民 健 康 保 険 料 が 変 わ り ま す
　子ども・子育て支援金制度の創設により、令和８年度から国民健康保険料とあわせ
て子ども・子育て支援金を負担いただくことになります。

　全世代や企業が負担した支援金により、子育て世帯に対する給付の拡充を通じて、
こどもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組みです。
　支援金は、令和10年度までに段階的に金額が引き上げられ、児童手当の拡充や妊婦
のための支援給付など少子化対策に充てられます。

子ども・子育て支援金制度とは

　こどもや子育て世帯を社会全体で支えることを目的とした制度のため、子育て世帯
だけでなく、独身者や高齢者を含む全世代から子ども・子育て支援金を負担いただき
ます。
　支援金は、国保加入者だけでなく、健康保険組合や協会けんぽなどすべての医療保
険の加入者から負担いただきます。

子ども・子育て支援金を負担するのは

※1期別あたり約1.3月分の保険料になります。100円未満の端数は第１期にまとめます。



6

7

3月と

7
6

6

年間保険料は、医療分・支援分・介護分・子ども分の合計額です。

　医療分・支援分・子ども分はすべての加入者、介護分は40歳以上65歳未満の加入
者にかかります。

少子化対策の費用に充てるもの子ども分

子ども分

介 護 分
支 援 分
医 療 分

医 療 分
医 療 分
医 療 分

介 護 分
子ども分

子ども分

支 援 分
支 援 分
支 援 分

　医療分と支援分は所得割・均等割
・平等割の合計額、介護分と子ども
分は所得割・均等割の合計額となり
ます。（子ども分の均等割は18歳以
上の人のみが負担します。）
　令和８年度は左表の太字・下線の
保険料率・賦課限度額（年間保険料
の上限額）が変更となりました。※均等割は１人あたりの金額、平等割は１世帯あたりの金額です。

※合計所得金額が2,400万円を超える人は、控除額が変わります。

7

医療分 支援分 介護分 子ども分

所得割 7.4％ 3.1％ 2.5％ 0.27％

均等割 14,700円 7,200円 14,100円 1,600円

平等割 19,200円 9,000円

賦課限度額 67万円 26万円 17万円 3万円



　40歳になる人は、その月（１日が誕生日の人はその前月）から介護２号被保険者とな
り、医療分・支援分・子ども分に加え、新たに介護分を納めることになります。

　国保加入者が、介護保険の適用除外施設に入所すると、入所期間中、入所者の介護
分の納付が不要となります。
　介護保険適用除外施設に入所または退所された場合は、お住いの地域の区役所区民
生活課（中央区は窓口サービス課）へ届け出てください。
　介護保険適用除外施設に該当するかは、入所施設にお問い合わせください。
　介護サービスについては、各区健康福祉課高齢介護担当へお問い合わせください。
各区　健康福祉課　電話番号（直通）
北　区 025-387-1325 東　区 025-250-2320 中央区 025-223-7216 江南区 025-382-4383
秋葉区 0250-25-5679 南　区 025-372-6320 西　区 025-264-7330 西蒲区 0256-72-8362

　75歳になると、75歳の誕生日から国保を脱退して後期高齢者医療制度に加入するこ
とになります（国保の脱退の届け出は必要ありません）。
　４月１日以降に75歳になる人がいる世帯の保険料は、あらかじめ75歳になる前月分
までの期間で計算されています。
　一定の障がいのある65歳から74歳までの人も後期高齢者医療制度に加入できます（手続きが必要です）。
　後期高齢者医療の保険料は個人単位で納めていただきます。保険料の納付方法や口座振替の手続きについては、
　別途、ご案内します。

・市外から転入してきた場合も、届け出の翌月に通知書（納付書）が送付されますが、
　保険料の算定の基となる前年中の所得が不明なため、前住所地に問い合わせをし
　たり、転入してきた人に所得の確認ができる書類（収入申告書）の提出をお願いす
　る場合があります。所得が判明してから保険料を再計算するため、後に保険料が
　増額または減額される場合があります。



令和７年中の収入額 令和７年中の所得額※１ 賦課基準額※２
世帯主Aさん（42歳） 営業 4,500,000円 営業 3,300,000円 2,870,000円
妻Bさん（38歳） 給与 1,100,000円 給与 450,000円 20,000円
子Cさん（12歳） 0円 0円 0円
母Dさん（67歳） 年金 2,400,000円 年金 1,300,000円 870,000円

賦課標準所得金額 3,760,000円

医療分保険料 支援分保険料 介護分保険料
（40～64歳） 子ども分保険料

所得割分 3,760,000円×7.4％
＝278,240円

3,760,000円×3.1%
＝116,560円

2,870,000円×2.5%
＝71,750円

3,760,000円×0.27%
＝10,152円

均等割分 14,700円×4人
＝58,800円

7,200円×4人
＝28,800円

14,100円×1人
＝14,100円

1,600円×3人
＝4,800円

平等割分 19,200円 9,000円
合計 356,200円 154,300円 85,800円 14,900円

（保険料合計は100円未満切捨て） 年間保険料額 611,200円

8
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57



（届出が必要です）

令和6年3月31日～令和7年3月30日 令和8年3月まで

令和9年3月まで

令和10年 3月まで

令和7年3月31日～令和8年3月30日

令和8年3月31日～令和9年3月30日

た等の理由で国保に加入した人は、届出により、保険料の軽減が受けられます。

　子育て世帯の負担軽減を図るため、未就学児の均等割を５割軽減します。
　低所得者に対する軽減措置（27ページ参照）の対象である場合は、軽減後の未就学児
の均等割をさらに５割軽減します。

　軽減期間中に職場の社会保険に加入する等して国保の資格を喪失した場合は、その日で軽減措置が終了します。

　雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知がないと届出できませんので、紛失しないようにしてくだ
　さい。紛失の場合は、ハローワークへお問い合わせください。
　離職票や仮の雇用保険受給資格者証では届出できません。

　また、新たな雇用保険の受給資格が発生し、対象となる場合は再度届出が必要ですので、ご注意ください。

届出方法

課）保険料担当の窓口で国民健康保険料特例対象被保険者等に係る届出書を記入し、提
出してください（その際、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の写しを
いただきます）。



（申請が必要です）

（申請が必要です）

（届出が必要です）



原則として、毎月20日までの申込みで申込みの翌月末分から振替開始となり
ます。ただし、金融機関からの文書送達の状況により、申込みの翌々月末分
から開始となる場合があります。

　後期高齢者医療制度に加入した人の口座振替
・後期高齢者医療制度は国保とは別の制度です。国保の保険料の口座振替情報は引
　き継がれません。
・後期高齢者医療保険料の口座振替を希望する人は、あらためて手続きが必要です。
・後期高齢者医療制度の資格確認書等送付時に、口座振替依頼書も同封されます。

③登録内容の確認



詳しい操作方法については、スマートフォン決済アプリのホームページをご確認ください。



　納付書で納付された場合は、 実際に保険料 
を負担された人が対象となります。世帯主で 
はなく、 同世帯の配偶者や親族などが負担さ
れた場合は、 その人が対象となります。
　ただし、 特別徴収（年金天引き）で納付され 
た場合は年金受給者本人のみ、 口座振替で納 
付された場合は口座名義人本人のみ、 スマホ 
決済で納付された場合は納付された人のみが 
対象となります。





　特別徴収（年金天引き）の世帯は、口座振替の申込みにより年金天引きが停止されま
す。（国民健康保険料に未納がある世帯は除く。）
　また、口座振替から年金天引きに変更したい場合は、毎年5月までに金融機関へ口座
振替廃止届を提出する必要があります。

※ただし、口座振替廃止届を提出しても、年金天引きにならない場合があります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ⇒詳しくは 33ページをご覧ください。

納付



マイナ保険証の活用例

35
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令和八年

500

特定健診の受診には受診券が必要です

9

※新潟県後期高齢者医療制度に加入している人も後期高齢者健康診査として特定健診と同様の内容で受けられます。

人間ドックや職場の健診を受診する人は、結果の提出にご協力ください

　特定健康診査（特定健診）とは、糖尿病や脂質異常症などの生活習慣病の原因となる
メタボリックシンドロームの予防・解消に重点をおいた健診です。
　自覚症状がなくても、健康状態を把握する良い機会ですので、年に１回特定健診を
受けましょう。

腎機能検査（血清クレアチニン、eGFR）、血清尿酸、血清総蛋白



全区の集団検診の
日程を載せました。

どこでも受診できます。

検診
　いっ得

トク

令和８年度　新潟市

各種検診のご案内

新潟市食育・花育推進キャラクター
まいかちゃん

受診の流れ

結果を確認する4

受診場所を決める1 

予約をする2

検診を受ける3

検診の受け方はP１へ

予約方法はP15へ

新潟市
がん検診
ホームページ

新潟市
特定健診
ホームページ

検診の受け方
P１

各種検診
メニュー
P２

特定健診
P３

がん検診
P５

集団検診　
日程表 
（肺がん検診）
P７

集団検診　
日程表 
（胃がん検診）
P11

集団検診　
日程表 
（乳がん検診）
P13

集団検診の
予約方法
P15

施設検診 
委託医療機関
一覧表
P17

37

受診期間は新潟市LINE
公式アカウントからもご
確認いただけます。
下記の二次元コードを読
み取り、友だち登録後に
「健康・検診」を選択

ライン

受診する医療機関を選ぶ

【早めの受診で応募しよう！特定健診受診者プレゼント】について
　●早期受診された方は、市内にある文化施設や日帰り温泉の無料招待券のプレゼント

キャンペーンに応募できます。
応募方法など、詳しくは検診案内冊子「検診いっ得」をご覧ください。　  

　  
◎応募条件　令和８年４月１日～１０月３１日までに特定健診を受診
◎応募期間　令和８年５月１日～１１月１０日

メタボリックシンドローム
または予備軍に該当した
場合　　　　　　　  を

初回相談
保健師・管理
栄養士などの
専門職と相談
し、生活改善
に向けた目標
（行動計画）
をたてます。

専門職が電話
や面接等でサ
ポートします。

翌年度の健診
検査数値が改
善しているの
を確認します。
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胃がん検診
受診方法 施設 　医療機関等で受診 集団 　予約必要　※検診案内冊子「検診いっ得」参照

対象年齢 Ｘ線撮影検査：40・45歳、50歳以上
内視鏡検査：40・45歳、50歳以上の偶数年齢 40歳以上

内　 容 Ｘ線撮影（バリウム）検査
または内視鏡（胃カメラ）検査

検診車によるＸ線撮影（バリウム）
検査

自 己
負 担 額

40歳、70歳以上 ：無料
45歳、50～59歳：1,000円
60～69歳　 　　：500円

40歳、70歳以上：無料
41～69歳　　　：500円

肺がん（結核）検診

受診方法
集団 　予約不要　※検診案内冊子「検診いっ得」参照

当日、直接会場へお越しください
対象年齢 40歳以上
内　 容 検診車による胸部Ｘ線撮影
自 己
負 担 額 無料

予約制の肺がん（結核）検診　

受診方法
集団 　予約必要　※検診案内冊子「検診いっ得」参照

検診機関で行う予約制の検診です
対象年齢 40歳以上
内　 容 胸部Ｘ線撮影
自 己
負 担 額 無料

　日常の健康管理や、病気の早期発見・早期治療のためにぜひ受診しましょう。
　国保加入者のがん検診と成人歯科健診は、自己負担額を国保が半額助成します。
　市民税非課税世帯の人は、事前の申請により自己負担額が無料となります。  ⇒P36参照
　受診の際は、特定健診と同様に受診券が必要です。  ⇒P36参照

検診内容

　 • 施設　４月～翌３月に医療機関や検診機関で受診してください。
　 • 集団　実施日や会場が決まっています。
　 • 委託医療機関や集団検診の日程は、検診案内冊子「検診いっ得」をご覧ください。
　 • 対象年齢は、令和９年 3月 31日時点の年齢です。
　 • 自己負担額は、国保加入者の金額です。職場の健康保険加入者は、金額が
　　異なります。

新潟市食育・花育推進キャラクター
まいかちゃん

　検診案内冊子「検診いっ得」は、がん検診のホームページに掲載しています。

新潟市
がん検診

集団がん
検診の予約

新潟市
歯科健診

詳しくはこちらから

そ の ほ か の 検 診
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大腸がん検診
受診方法 施設 　医療機関等で受診

対象年齢 40歳以上
内　 容 便潜血検査２日法
自 己
負 担 額

40歳、70歳以上：無料
41～69歳　　　：500円

乳がん検診（女性）
受診方法 施設 　医療機関等で受診 集団 　予約必要　※検診案内冊子「検診いっ得」参照

対象年齢
40～69歳の偶数年齢
※前年度未受診者も可
※車いす利用者等は70歳以上も可

40歳以上の偶数年齢
※前年度未受診者も可

内　 容 マンモグラフィ検査（乳房Ｘ線撮影）
★40歳代は２方向、50歳以上は１方向撮影

検診車によるマンモグラフィ検査
（乳房Ｘ線撮影）
★40歳代は２方向、50歳以上は１方向撮影

自 己
負 担 額

40歳、70歳以上：無料
41～69歳　　　：500円

40歳、70歳以上：無料
41～69歳　　　：500円

子宮頸がん検診（女性）
受診方法 施設 　医療機関等で受診

対象年齢 20歳以上の偶数年齢　 
※前年度未受診者も可

内　 容 子宮頸部細胞診検査
自 己
負 担 額

20歳、70歳以上：無料
21～69歳　　　：500円

ピロリ菌検査
受診方法 施設 　医療機関等で受診

対象年齢 40歳
内　 容 血液検査
自 己
負 担 額 1,000円

※特定健診または胃がん検診（内視鏡検査）と
　同時に受診

成人歯科健診
受診方法 施設 　医療機関等で受診

対象年齢 40歳・50歳

内　 容 むし歯・歯周病等の検査
希望制で歯のクリーニング体験

自 己
負 担 額 250円

前立腺がん検診（男性）　
受診方法 施設 　医療機関等で受診

対象年齢 50歳から５歳間隔
内　 容 血液検査
自 己
負 担 額

50～65歳：500円
70歳以上 ：無料

※原則として特定健診と同時に受診

肝炎ウイルス検査
受診方法 施設 　医療機関等で受診

対 象 者 過去に一度も検査を受けたことの
ない人（年齢不問）

内　 容 血液検査（Ｂ型、Ｃ型肝炎ウイルス
検査）

自 己
負 担 額 無料

まいかちゃんは
健康づくりを
応援しています
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